
私立幼稚園の入園前にお手続きください

幼児教育・保育の無償化には認定手続きが必要です。
私立幼稚園の園児が無償化の対象となるためには、園児全員の認定手続きが必要です。

郡山市住民の方（原発特例法による避難住民含む）は、「新１号」又は「新２号・新３号」のどちらの

認定区分で申請できるのかを確認し、郡山市へ申請書を提出してください。

保育の必要性の要件 園児と同居する父母の両方が、
次のいずれかの理由に該当していることが「保育の必要性の認定」要件です。

令和７年9月

１

無償化の
対象経費

該当園児

申請書

認定区分

◆ 月上限額 : 月額保育料及び入園料月割額 月25,700円

預かり保育料 1日450円×利用日数（上限 新2号11,300円 新3号16,300円）

無償化の対象経費が月上限額を超える場合の差額は保護者負担です。

給食費や教材費、行事代、アルバム代、PTA会費などは無償化の対象外のため、保護者負担です。

月額保育料及び 入園料

・保育の必要性のない世帯の３歳以上（年少クラ
ス以上）の園児

（通常、13時30分前後に終了する幼稚園時間を
利用する園児）

・ 右記以外の満３歳入園児

新１号

施設等利用給付認定申請書（新１号用）

月額保育料及び 入園料 ＋ 預かり保育料

・ 保育の必要性のある世帯の３歳以上（年少ク
ラス以上）の園児

・ 保育の必要性のある 市民税非課税世帯の
満３歳入園児

新２号 ・ 新３号

施設等利用給付認定申請書（新２号・新３号用）

フローチャート

保育の必要性
ありなし

保育の必要性
なし あり

新１号
市民税非課税世帯

ですか？

新３号

年長～ 年少クラス
年度の４月１日年齢 ： ５歳 ～３歳

年度の４月１日年齢 ： ２歳

新１号 新２号

保育の必要性 保育の必要性

保護者の市民税が
課税されている世帯 保護者全員の市民税が

非課税の世帯

満３歳入園クラス

※3歳誕生日の前日以降の園が定める入園日から無償化対象です。

保育を必要とする理由 要件 認定期間（有効期間）

就労
（会社勤務、育休、自営業等）

月52時間以上の就労をする保護者 （パート
やアルバイト等も可）
※新規入園児の保護者が育休中の場合は、
翌月15日までに復帰する月から新２号・
新３号の申請が可能です。

就労の期間
※雇用期間の定めがある場合は、その翌月まで
※育休の場合は、原則として出生した子が１歳
になる月末まで（妊娠中から保育施設を利用
している場合のみ）

妊娠・出産 妊娠・出産する母
出産予定日の８週前の月初日から
出産後８週後の月末まで

求職活動 求職活動を行う保護者
３か月間 （認定期間終了前に就労への変更手
続きがあれば、就労の認定へ変更可）

同居親族の介護・看護
同居親族の介護・看護を要する保護者
（別居者の介護・看護は対象外）

介護・看護を要する期間

保護者の疾病・障がい 疾病・障がいの保護者 病状等により保育を必要とする期間

就学
学校教育法に規定する学校又は職業訓練に
就学する保護者

卒業(修了)予定日の属する月の末日までの期間



第20号様式　（第19条関係）

□同上　　□別住所 （郡山市以外の場合は１月１日現在の住所を記入）

昭和

　

平成

昭和

　

平成

昭和

平成

令和

昭和

平成

令和

昭和

平成

令和

昭和

平成

令和

氏　名

父
同居

別居

母
同居

別居

同居

同居

同居

同居

１月１日現在

の住所

※施設利用開始日が

　①本年１月～８月の場合は前年１月１日現在の住所、②本年９月～12月の場合は本年１月１日現在の住所

世帯の状況　　※申請児童を除き、父母及び同居している全ての方を記入ください

フリガナ 児童との

続柄
生年月日

個人番号
（マイナンバー）

勤務先又は学校名等
児童との

同居

住　所

〒        -

電話番号

父　　　　　　　（　　　　　　）　　　　

母　　　　　　　（　　　　　　）

 □児童と父又は母の住所が異なる場合

　（　父　・　母　）

平成

令和
　年　　　　月　　　　日

保護者
氏名

　　　
申請児童との

続柄
　□父　□母
　□その他（　　　　　　　　　　　　）

フリガナ 児童の個人番号
（マイナンバー）

申請児童
氏名 児童の生年月日

施設名 　

施設所在市町村

施設利用開始日
平成

令和
　年　　　　月　 　　日

施設等利用給付認定申請書（新１号用）
　郡　山　市　長

　　　次のとおり申請します。なお、市長が施設等利用給付及び地域子ども・子育て支援事業に必要な世帯員の市町村民税に関する情報を
　　利用することに同意します。

申請年月日　　令和　　　　年　　　　月　　　　日　

郡山 梅子

施設等利用給付認定申請書
（新１号用）

新１号の場合
□ 保護者の本人確認書類の写し（運転免許証のコピーなど）

□ 保護者のマイナンバー確認書類の写し（通知カードのコピーなど）

※本人確認書類、マイナンバー書類は、申請書保護者欄の保護者分が必要です。

・太枠内をペンで記入してください。

・鉛筆、こすると消えるペンは使用できません。

・訂正は二重線で抹消してください。

（ア）～（ウ）のいずれかの方法で、提出してください。

□ ひとり親世帯の場合 申請児童の戸籍謄本

必要書類を三つ折にして、封筒の窓から園児氏名が見えるようにし、
配布された「施設提出用封筒」に密封して幼稚園へご提出ください。

幼稚園経由で
提出する場合

市役所西庁舎３階の保育課へ必要書類を持参してください。

保育課へ
郵送する場合

各自で用意した封筒に入れ、切手を貼って保育課宛てに送付
してください。

（ア）

（イ）

（ウ）保育課に
来課する場合

さくら幼稚園

郡山 がくと

コオリヤマ ガクト

郡山市

８ 4 1

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

４ 7 26

郡山 桃子
963 8601

郡山市朝日一丁目２３－７ ニコニコアパート３号

宇都宮市○○○○1 - 2 - 2

コオリヤマ ハジメ

郡山 一

郡山 桃子

郡山 凜

郡山 秀郎
コオリヤマ ヒデオ

コオリヤマ ウメコ

妹

祖父

祖母

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

通知カードを紛失し、
不明

○○銀行

△△△病院

××保育園

□□会社

無 職

コオリヤマ モモコ

コオリヤマ リン

3 4 18

5 12 10

6 6 16

40 9 30

41 10 10

仙台市太白区□□□１ - １ - １

▽▽▽ ○○○ ▽▽▽▽

○○○ △△△ ○○○○

○ ○ ○

園児本人を除き、園児の父母と園児と同居して

いる世帯員全員を記入してください｡

住民票で別世帯であっても、同じ家屋で生活を

している場合は同居扱いです。

１月１日現在の住所が市外の場合は、居住して

いた市町村の住所を記入してください。

父又は母が申請園児と別居の場合は、別居して

いる父又は母の住所を記入してください。

第20号様式　（第19条関係）

□同上　　□別住所 （郡山市以外の場合は１月１日現在の住所を記入）

昭和

　

平成

昭和

　

平成

昭和

平成

令和

昭和

平成

令和

昭和

平成

令和

昭和

平成

令和

※施設利用開始日が

　①本年１月～８月の場合は前年１月１日現在の住所、②本年９月～12月の場合は本年１月１日現在の住所

父

母

施設等利用給付認定申請書（１号用）

フリガナ

施設名 　

申請年月日　　令和　　　　年　　　　月　　　　日　

申請児童
氏名 児童の生年月日

施設所在市町村

施設利用開始日

児童の個人番号
（マイナンバー）

　郡　山　市　長

世帯の状況　　※申請児童を除き、父母及び同居している全ての方を記入ください

児童との

続柄

フリガナ

氏　名

住　所

㊞　　　

〒        -

 □児童と父又は母の住所が異なる場合

　（　父　・　母　）

保護者
氏名

　　　次のとおり申請します。なお、市長が施設等利用給付及び地域子ども・子育て支援事業に必要な世帯員の市町村民税に関する情報を
　　利用することに同意します。

１月１日現在

の住所

申請児童との
続柄

生年月日
個人番号

（マイナンバー）

（住民票） 富岡町○○○～
（居住地） 郡山市△△△～

3

2

◎保護者の居住市町村が不明な場合など、追加で提出書類を求める場合があります。

マイナンバーが不明の場合は、その理由を記入

してください。ただし、父母のマイナンバーが

未記入の場合は、追加書類の提出を求める場合

があります。

みどり色の用紙

添付書類

避難などにより、住民票と居住地の住所が異な

る場合は、両方の住所を記入してください。

第20号様式　（第19条関係）

□同上　　□別住所 （郡山市以外の場合は１月１日現在の住所を記入）

昭和

　

平成

昭和

　

平成

昭和

平成

令和

昭和

平成

令和

昭和

平成

令和

昭和

平成

令和

※施設利用開始日が

　①本年１月～８月の場合は前年１月１日現在の住所、②本年９月～12月の場合は本年１月１日現在の住所

父

母

施設等利用給付認定申請書（１号用）

フリガナ

施設名 　

申請年月日　　令和　　　　年　　　　月　　　　日　

申請児童
氏名 児童の生年月日

施設所在市町村

施設利用開始日

児童の個人番号
（マイナンバー）

　郡　山　市　長

世帯の状況　　※申請児童を除き、父母及び同居している全ての方を記入ください

児童との

続柄

フリガナ

氏　名

住　所

㊞　　　

〒        -

 □児童と父又は母の住所が異なる場合

　（　父　・　母　）

保護者
氏名

　　　次のとおり申請します。なお、市長が施設等利用給付及び地域子ども・子育て支援事業に必要な世帯員の市町村民税に関する情報を
　　利用することに同意します。

１月１日現在

の住所

申請児童との
続柄

生年月日
個人番号

（マイナンバー）

（住民票） 富岡町○○○～
（居住地） 郡山市△△△～

自署以外の場合は、押印してください。



同居

別居

同居

同居

　年　　　　月　　　　日
平成

令和

勤務先又は学校名等

電話番号

父　　　　　　　（　　　　　　）　　　　

）

申請年月日　　令和　　　　年　　　　月　　　　日　

児童の生年月日

施設所在市町村

施設利用開始日

児童の個人番号

母　　　　　　　（　　　　　　）

児童との

同居

　　　次のとおり申請します。なお、市長が施設等利用給付及び地域子ども・子育て支援事業に必要な世帯員の市町村民税に関する情報を

　□父　□母
　□その他（　　　　　　　　　　　　）

同居

別居

　年　　　　月　 　　日
平成

令和

同居

同居

同居

別居

同居

同居

　年　　　　月　　　　日
平成

令和

勤務先又は学校名等

電話番号

父　　　　　　　（　　　　　　）　　　　

用）

申請年月日　　令和　　　　年　　　　月　　　　日　

児童の生年月日

施設所在市町村

施設利用開始日

児童の個人番号

母　　　　　　　（　　　　　　）

児童との

同居

　　　次のとおり申請します。なお、市長が施設等利用給付及び地域子ども・子育て支援事業に必要な世帯員の市町村民税に関する情報を

　□父　□母
　□その他（　　　　　　　　　　　　）

同居

別居

　年　　　　月　 　　日
平成

令和

同居

同居

施設等利用給付認定申請書
（新2号・新３号用）

新２号・新３号の場合 添付書類

□ 保護者の本人確認書類の写し（運転免許証のコピーなど）

□ 保護者のマイナンバー確認書類の写し（通知カードのコピーなど）

※本人確認書類、マイナンバー書類は、申請書保護者欄の保護者分が必要です。

□ 保育の必要性を証明する書類：同居する父母両方のもの
※下記保育の必要性を証明する書類一覧を参照の上、ご用意ください。

保育の必要性を
証明する書類一覧

※保育の必要性を証明する書類は、認定開始日の４か月以内に証明されたものを提出してください。
（令和８年４月入園の場合は、令和７年10月以降に証明されたものを提出してください。）

※就労証明書や就労予定申立書の様式は、市ウェブサイトからダウンロードすることが可能です。

・施設提出用封筒で園に提出する場合は、封筒の窓あき箇所から施設名、
園児氏名が見えるように入れてください。

・直接郵送提出の場合は、ご自身で用意した封筒で提出してください。

□ ひとり親世帯の場合 申請児童の戸籍謄本

３歳未満の市民税非課税世帯（施設等利用給付認定

３号）で申請する場合には、非課税世帯に該当して

いることを確認し、□にチェックを入れてください。

住所や世帯員などの記入方法は、新１号（施設等利

用給付認定申請書（１号用））の記入例を参照して

ください。

◎保護者の居住市町村が不明な場合や就労状況が不明な場合など、追加で
提出書類を求める場合があります。

無償化の申請書

①施設等利用給付認定
申請書（新１号用）

又は
②施設等利用給付認定
申請書

（新２号・新３号用）

②の場合
保育の必要性を証明
する書類

・就労証明書など

さくら幼稚園
郡山 がくと

施設提出用

写しの貼付台紙

通知カードなど

運転免許証など

該当者のみ

戸籍謄本

オレンジ色の用紙

こども幼稚園

郡山 音符

コオリヤマ オンプ

郡山市

8 5 12

5 5 13

郡山 一
963 7501

朝日三丁目11－７ ニコニコアパート3号

保育を必要とする理由 保育の必要性を証明する書類 備考

就労

（会社勤務、育休、自営業等）

就労証明書〔指定様式〕

※個人事業主の場合、確定申告の写しを併せて

提出。開業したばかり等の場合は、開業届の写し

または営業許可証の写しで代用可

勤務先で発行を依頼し、４か月以内に証明され

たものを提出してください※

妊娠・出産 出産児童の母子手帳の写し 表紙と出産(予定)日の部分の写し

求職活動 就労予定申立書〔指定様式〕
求職活動を行う保護者がご自分で記入してくだ

さい

同居親族の介護・看護
介護・看護を受ける同居者の診断書(原本)又は障

害者手帳等の写し
別居親族の介護・看護は対象外

保護者の疾病・障がい 診断書(原本)又は障害者手帳等の写し
診断書は保護者が児童を自宅保育できないこと

が記載されているもの

就学

（職業訓練含む）

在学証明書又は学生証の写し＋カリキュラム

（職業訓練の場合は受講決定通知＋カリキュラム）
在学を証明するものと在学期間がわかるもの



入園前に申請書類の提出が必要です。
申請書類を提出せずに認定を受けない場合は、無償化の対象とはなりません。
ご注意ください。郡山市に引っ越しされる方は、認定開始前に転入手続きをして下さい。

Q１ 無償化の対象額はどのように算定されますか？

①入園料は、今年度入園料の保護者負担額を月割して、各月の無償化対象額を算定します。

②保育料は、給食費などを除く額が無償化対象額です。

給食費や行事代、アルバム代、PTA会費などは無償化の対象外のため、保護者負担です。

※ ①と②の合計額が月上限25,700円を超えた場合の差額は、保護者負担です。

③預かり保育料は、以下(ア)(イ)のどちらか低い額です。

(ア) 利用日数×450円の額（月上限 新2号11,300円 新3号16,300円)

(イ) 各園で定める月の預かり保育料金

※(イ)が(ア)を超える場合の差額は、保護者負担です。

Q２ 無償化はどのように行われますか？

市で決定した認定期間まで有効です。「新１号」は、幼稚園に継続在園する限りは小学校就学前まで

の期間で認定します。「新２号・新３号」は、保育の必要性に応じて市で認定期間を決定します。

Q３ 無償化の認定は、いつまで有効ですか？

次のどちらかの方法で実施します。郡山市内の私立幼稚園は施設で代理受領を行います。

市外の施設の場合は保育課へお問合せください。

Q４ 市民税非課税世帯とはどのような世帯ですか？

園児の父母の市民税が非課税の世帯です。なお、父母の収入状況により園児と同居する祖父母など

の市民税も合算して判定する場合もあります。
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市ウェブサイト
QRコード

問合せ先 郡山市保育課 TEL 024-924-3541
〒963-8601 郡山市朝日一丁目23番7号

（郡山市役所 西庁舎３階）

施設で
代理受領

保護者が保育料を施設に納付する代わりに、無償化対象額を施設が市に請求して、代理で受領する
方法です。ただし、月上限額を超える差額分は保護者負担のため、施設へ納付してください。

保護者が
後日請求

施設へ保育料を納入し、市に対して「無償化分の給付費の請求」を行う償還払いの方法です。
市から該当保護者あてへ請求書類を送付します。

実施方法 内容

環境にやさしい植物油インキを
使用しています。

入園月 申請書類の受付開始日 提出期限

令和７年10月１日（水）令和８年４月
令和７年12月19日（金）

※令和８年１月以降に入園が決まった場合は、
令和８年３月６日（金）まで

年度途中 認定開始日の前日
認定開始月の４か月前から
例）認定開始が６月７日の場合、２月１日受付開始
※保育の必要性を証明する書類は、認定開始日の
　4か月以内に証明されたものを提出すること


